
201７年度 桜本保育園事業計画（案） 

 

○名称：桜本保育園 

○現住所：〒210-0833 川崎市川崎区桜本１－９－６ 

○運営主体：社会福祉法人 青丘社 

○年齢別定員   

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

６ １６ １７ １７ １７ １７ ９０ 

  ＊一時保育は、１日１２名～１４名を基準とします。 

 

○休園日：日曜日、祝祭日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

○開所時間：7:00～20:00（コアタイムは 9:00～17:00、18:00～20:00 は延長保育） 

○受け入れ年齢：満 5 か月より就学前まで 

○事業開始年月日：2012 年 4 月 1 日（現園舎）、1969 年～無認可、1974 年～認可 

○職員配置（4 月 1 日付在籍園児数及び職員数） 

年齢 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

クラス名 ﾋﾟｮﾝｱﾘ ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ ﾑｸﾞﾝﾌｧ ﾋﾟｮﾙﾘﾑ ﾀﾙﾘﾑ ﾍﾝﾆﾑ  

在籍数 ７ １７ １８ ２１ ２３ ２１ １０７ 

保育士等 ３ ３ ３ ２ ２ ２ １５ 

＊一時保育 常勤者１名、パート２名 

フリー保育士等３名 

その他パート職員 

 

○保育目標等 

 保育理念：キリスト教精神に基づき聖書のことば、「自分を愛するように、あなたの隣人

を愛しましょう」をモットーとして神様に愛されていることを感じられる環

境の中で、違いを豊かさとして受け止められる子どもを育てます。 

 保育方針：しなやかな体づくり、意欲のある子ども 

思いやりのある子ども、自然と平和を愛する子ども 

○１日のスケジュール：別添資料参照 

○年間行事予定：別添資料参照 

○延長保育：延長保育料 30 分ごとに月額 1,000 円を加算 

      上記のほかに補食代として月額 500 円を加算 

○障碍児保育：一時保育を含め、原則すべてのお子さんを受け入れます。 

○保護者との連携：保護者会を通して、保育園側と保護者との連携を密にしていきます。 

       保育園行事の支援を受けるとともに、保護者会活動の援助をしていきます。 



○苦情対応：苦情対応窓口の設置及び法人に第三者委員を設置しています。 

○地域交流：園庭開放はもちろん屋上園庭（テラス）も地域に開放します。保育園行事の

一部を地域の方が利用できるようにします。高齢者との交流を積極的に進め

ていきます。 

      現在は、火曜日に日中トラジ会、夕刻にありんこ絵画教室が利用しています。 

      さくら小と同一敷地にある利便性を活用すると同時に職員交流を進めていき

ます。 

○地域子育て支援：一時保育 AMIGO を通じて、地域の子育て支援を推進します。 

         育児相談、入園相談、栄養相談、健康相談等の事業並びに講座を開設

します。 

         広い園舎を利用して、定期的に乳幼児向けの事業、各種講座を開設し、

地域の方が利用できるようにします。（現在、ベビー―ムーブメント、

太鼓教室、人形劇等を実施しています） 

○安全管理：安全管理マニュアルを作成して、園児のみならず保育園を利用する人が安心

して過ごせるように努めます。セキュリティーの強化を図りながらも利用し

やすい施設づくりを進めます。月一回の防災・避難訓練を実施します。 

○給食関係：給食の常勤職員（栄養士・調理士）を３名置いています。完全給食を実施し

ながらも保護者の要望にそって、主食持参を選択（月単位）でできるように

しています。夜 8 時までの保育は、補食内容を充実させます。（パン工房のパ

ンも利用しています）何よりも衛生的、安全で食育の趣旨に適う給食を提供

します。 

○職員研修：行政、社協などの各種研修を最大限活用していきます。今年度も、外部講師

を招き、時代に即した研修を組みます。 

○健康管理：園児健診を毎月一回実施。園医との連携を進めるとともに、看護師が採用さ

れているメリットを生かし、健康増進に努めます。 

      職員の健康診断を例年通り実施します。心の健康にも配慮していきます。 

      このほかに、歯科検診（年一回）、毎月の身体測定を実施します。 

      年中児は視聴覚検査が行われています。 

○個別徴収金に関して：保護者会の活動のために、保護者会の会費が集められます。 

           川崎市の規定に従って、延長保育料が別途かかります。 

           また幼児の主食代、遠足、キャンプ等特別の活動や作製品には、

実費のみ集めます。 

○業務委託：貸おむつ、園舎警備、キュービクル（高電圧）管理、消防設備の管理等を外

部委託します。 

○施設整備：設計管理会社、施工業者と連絡を取りながら施設管理を進めていきます。 

 



○資料参考：2017 年度職員体制（非常勤、パート含む） 

 園長 金 健 

 主任保育士 朴栄子、裵平舜 

 保育士 井上佳菜子、杉山愛美、島永茉佑、金礼衣、佐藤華子、山本紀子 

安田友美、高橋和代、西川恵真、宅島美帆、椎崎未来、佐藤美由紀 

平川絵美、上森こず枝、中尾智佳、斉藤光江、田口美和、布川のぞみ、 

 看護師 鈴木ひろの 

 栄養士 李智佳、徳元真美、前田安和、荒道美由紀、平松祥子、瀬ノ上香 

 事務員 金春梅 

 保育補助 マリア・クリスティーナ・コンテスタビレ・デ・ワタナベ、大城サラ 

中島雅美、山田恵子、山田清美、ジョン・ダニエル・小野寺、高橋偲 

趙弘子、東久保ヨシキ、鴇貴世、鴇亜美、渡邊理恵、加納美保、大西沙絵 

菅野秋華、中島妙子、大瀧涼花、田村葉子、申春淑 

      ＊太字は非常勤及びパート勤務者 

○加盟組織：神奈川県民間保育園協会、キリスト教保育連盟に加盟しています。 

○一時保育事業計画：桜本保育園では、多様な保育のニーズに応えるために一時保育を実

施しています。パート就労、病気、通院、介護その他で一時的に保

育できない場合に利用できます。 

 ・保育形式：曜日預り・・・週 2～3 日の定期的な利用 

       緊急一時・・・週 1 回程度、又は連続 14 日以内（出産・入院等） 

 ・保育時間：8:30～18:00、土、日曜日、祝祭日、年末年始はお休みです。 

 ・定員：一日当たり 12 名程度 

 ・費用：川崎市が定める金額が基準 

 ・利用方法：登録が必要です。緊急の場合は相談に応じます。 

 ・職員の配置及び保育内容に関しては、桜本保育園の通常保育に準じます。 

  

＊外国にルーツを持つ家庭の就労、子育てを支援します。保育園への入園をサポートし

ます。 

        


